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１Ｈ０５ 

我が国の研究開発ファンディングに関する基礎的課題 

 

 
○佐藤靖、己斐裕一、有本建男（ＪＳＴ） 

 

 
 

１．背景と現状 

 
 近年、我が国の大学・独立行政法人等における

研究開発活動を支えるファンディングは大きな

構造的変化を経験してきた。第二次世界大戦後ほ

ぼ一貫して増大してきた政府研究開発投資の総

額は、今世紀に入って財政事情の厳しさが増す中

で停滞するようになった。国立大学は 2004 年に、

公立大学や国立研究機関もそれと前後して法人

化され、それにより組織運営の自律性・柔軟性の

向上等が図られた一方で、経営面での自助努力が

促されることとなった。具体的には、国立大学運

営費交付金等の経常的経費の削減が進む一方で、

競争的資金が拡充され、産業界等からの研究資金

や寄付の受入れも一段と奨励されるようになっ

た。従来よりはるかに大型の研究費制度も生まれ、

研究現場においては研究費の獲得戦略や、研究費

を獲得することがもつ意味も変容してきた。 
 一方で海外の状況をみると、グローバル化した

世界においてオープン・イノベーションへの流れ

が加速する中、公的な研究開発投資の意義そのも

のが改めて問われている。すなわち、研究開発の

成果が容易に国境を越える時代にあって、納税者

への説明責任を担保できる形で公的な研究開発

投資を行うことが求められている。世界的に先進

国の財政が悪化していることもあり、公的な研究

開発投資の増加が十分に見込めないことから、自

立的なファンディング・システムの改革が求めら

れている。(1)(2) また、研究開発ファンディングに

係る国際的な機構である国際研究会議（Global 
Research Council）が創設され、各国のファンデ

ィング機関間の協調及び連携に向けた活動が開

始される等の動きもみられる。研究開発ファンデ

ィングの検討に際しては、国際競争・国益確保の

観点と国際連携・国際貢献の観点との戦略的な兼

ね合いを図ることの重要性がますます増してい

るといえる。 
 こうして研究開発ファンディングをめぐる内

外の状況が激変する中、我が国では様々な社会的

課題の解決に際して科学技術が貢献することへ

の期待がますます高まっている。すなわち、国内

総生産（GDP）の長期的な伸び悩み、各産業分野

における国際競争力の低下、少子高齢化の進展、

環境・エネルギー制約の深刻化、東日本大震災及

び東京電力福島第一原子力発電所事故からの復

興・再生等、山積する課題の解決において科学技

術イノベーションが適切な役割を果たすことが

求められている。また国際的にも、環境、医療、

自然災害防止等の分野で我が国が科学技術イノ

ベーションを通して貢献を果たすことへの期待

がある。 
 こうした状況を反映して、第４期科学技術基本

計画においては、科学技術イノベーション政策の

基本的方向性を従来の分野別重点化から社会的

課題の解決・達成へと大きく転換する方針が示さ

れた。課題達成型イノベーションへの社会的な期

待が高まる現在の我が国において、それに対応し

た研究開発ファンディングの改革はとりわけ重

要な政策課題であるといえる。このため科学技術

振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）
においては本年 3 月、研究開発ファンディングを

めぐる現状を踏まえつつ、研究者が持てる能力を

存分に発揮し、幅広い分野の専門家・実務家と連

携して課題達成に貢献することができる制度の

構築に向けた具体的諸方策に関する政策提言を

公表したところである。(3) 
 しかしながら、近年、研究開発ファンディング

のあり方に関するより根本的な問題意識が幅広

く共有され、各方面からその改革に向けた提言も

相次いでいるところである。以前より、研究開発

ファンディングの改革のあり方については、総合

科学技術会議において政策文書が策定がとりま

とめられてきたところであるが、(4)(5)(6) 最近では

学術研究懇談会（RU11）、文部科学省科学技術・

学術審議会学術分科会研究費部会、日本経済団体

連合会などによる提言もなされている。(7)(8)(9)(10) 
そして、2012 年 12 月には、総合科学技術会議科

学技術イノベーション政策推進専門調査会がと

りまとめた「科学技術イノベーション促進のため

の仕組みの改革について－イノベーション創出

環境の革新－」において、我が国の論文のいわゆ

る量と質に関わる指標が低下している現状を踏
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まえ、科研費をはじめとする競争的資金の有効性

等を改めて分析し、競争的資金全体の制度設計を

総合的に検証する必要性が指摘された。この方針

は、本年 6 月 7 日に閣議決定された「科学技術イ

ノベーション総合戦略～新次元日本創造への挑

戦～」にも引き継がれ、その中では「競争的資金

制度の再構築」の必要性も指摘された。 
 これに対応して、文部科学省科学技術政策研究

所（NISTEP）では、現在、論文分析を通して、

我が国の論文生産への科研費の関与の状況を明

らかにするための検討が行われている。すでに、

科研費が関与する論文が着実に増加しているも

のの、科研費が関与していない論文の減少の影響

が特に中位大学以降で大きいこと、また科研費が

関与する論文の国際共著論文率が低めであるこ

と等が明らかにされたところである。(11) このよ

うな分析結果は、我が国の研究開発ファンディン

グ全体のあり方を検討するうえで強力なエビデ

ンスを形成しうるものである。 
 
２．中心的な問題点 

 
 研究開発ファンディングのあり方の検討にあ

たっては、政策決定者、及び政策決定者による政

策決定の基盤となるべき国民の視点と、実際に現

場で研究開発の実施を担う研究者の視点の双方

を踏まえることが重要である。最終的には国民及

び政治の意志により研究開発ファンディングの

あり方に関わる政策が決定されるべきであるが、

その前提として研究現場の実情が十分に理解さ

れる必要があるからである。研究開発ファンディ

ングは、政府及び国民と研究者とをつなぐ仲介項

の中核を成すものであり、そのことに配慮した検

討が必要となる。 
 CRDS では、現在の我が国のファンディングシ

ステムに関する研究者の意識を把握することを

目的として、2012 年 11 月から 12 月にかけて全

国の理工系研究者を対象に大規模なウェブアン

ケートを実施した（調査対象者：6,768 名、回答

者 2,338 名、有効回答率 34.5％）。このアンケー

トの自由コメント欄には総計約 30 万字にのぼる

記入があり、個々の研究者の問題意識の強さがう

かがわれる結果となったため、CRDS ではそれら

回答内容を精査し、報告書として公表した。(12) そ
の結果をさらに凝縮し、研究現場において現在の

我が国のファンディングシステムに関わる中心

的な問題領域を抽出すると、次の４項目にまとめ

ることができる。 
(1) 競争的資金拡大の問題点への対処 
 わが国では、基盤的経費の減少及び競争的資金

の拡大により、競争的環境の形成が促され、世界

的な研究成果の創出事例もみられることとなっ

たが、その一方で、次のような問題点が生じてき

ている。すなわち、①多くの研究者が必要最低限

の経費すら確保できず、幅広い分野の多様な研究

が停滞しており、②特に地方大学等においては学

生教育にも支障を来している状況がみられる。一

方、③資金が集中する研究者については、研究時

間が減少し、余剰資金を抱えている状況もみられ

る。また、資金を獲得できた研究者にあっても、

④獲得できる研究費の年による変動が大きすぎ

るために研究実施並びに人材育成の面で支障が

生じ、また⑤競争的資金の申請から執行、評価対

応業務に至るまで膨大な時間的負担があるなど、

国全体として資金効率の低下を招いている要因

が多く存在すると考えられる。 
(2) 分野毎の事情に配慮した制度の必要性 
 研究開発ファンディング制度のより合理的な

運用のためには、研究分野ごとの事情に配慮した

制度設計が求められる。例えば、物理科学系か生

命科学系か、理論系か実験系かによって必要な研

究費の規模は異なると考えられる。また、理学系

か工学系かによって、求められる成果が異なると

考えられるため、評価基準も本来一律であるべき

ではない。さらには、多額の研究資金を必ずしも

必要としない研究分野もあるにもかかわらず、各

大学等においてはあらゆる分野の研究者に等し

く競争的資金への申請を強く奨励している状況

でみられる。現在の我が国の研究費制度は、この

ような現状に鑑み、研究分野の事情に即したもの

となるよう改革を行う余地がある。 
(3) 事前評価、中間・事後評価の改革 
 現在、競争的資金制度において用いられている

ピア・レビュー方式は、研究者コミュニティの自

立性を保障する制度であるため強く支持されて

いるが、次のような問題点も挙げられる。①ピ

ア・レビュー方式では、ハイリスク研究・萌芽的

研究が困難である、②評価者選定が偏りがちであ

り、また同じ評価者が繰り返し選定される傾向が

ある、③研究の内容よりも研究者コミュニティに

おける人的コネクションが過度に重視される恐

れがある、④学問の細分化が進行してきた現在、

評価者が近接分野の研究計画を正当に評価する

ことが困難になってきており、適切な提案の採択

がなされているか疑問である。以上のような問題

点を踏まえ、事前評価及び中間・事後評価の方式

を抜本的に改革する必要性がある。 
(4) 中間・事後評価の抜本的な簡素化 
 研究開発ファンディングの中間・事後評価を適

切に行うことは、国民に対する説明責任の観点か

らきわめて重要である。一方で、中間・事後評価

を厳格に行うことは、①成果主義を助長し、短期
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的な研究への偏り、論文偏重主義を招来し、②派

生的・発展的な研究を阻害し、③創造的な若手研

究者の育成をも阻害する恐れがある。また、④評

価に対応するためのアリバイ作り的な活動の増

加により、実質的な研究時間の減少を招いている

場面もみられる。中間・事後評価については、そ

れが費やす労力に見合う意義をもつものである

のか、国民が本当にそうした評価活動を必要と考

えるか、という観点から、抜本的な簡素化も含め、

その改革方策を探るべきである。 
 
３．検討にあたっての全体的視野 

 
 研究開発ファンディングのあり方に関する上

記の問題領域の検討にあたっては、それらが科学

技術イノベーション政策の全体の枠組みの中で

どのような位置づけをもつものであるかを適切

に捉えておく必要がある。研究開発ファンディン

グをめぐる諸論点は互いに非常に複雑に連関し

ており、また科学技術イノベーション政策の他領

域の論点とのつながりも多岐にわたるため、そう

した構造の全体像を性格に示すことは困難であ

るが、そのおおまかな概念的イメージの表現を試

みたものが図１である。 
 これまで、我が国の研究開発ファンディングを

めぐる議論においては、主に図１の最上層に示さ

れる個別的な論点が取り上げられてきたといえ

る。これらの論点は、基本的に、既存の我が国の

研究開発ファンディングの制度上の枠組みを前

提としたうえで、その有効性を高めるために必要

となる検討項目である。一方で、第二層には研究

開発ファンディング全体の制度上の枠組みの変

更をともなう論点が示されている。これらが、前

節で述べた中心的な問題点を構成する４項目に

対応している。ただし、最上層と第二層との間は

当然ながら明別できるわけではなく、例えば最上

層に含まれている論点の中にも、大型研究費の是

非や、ファンディング機関間の役割分担・連携に

関わる論点等、制度上の枠組みにも関わるものも

存在する。 
 最上層と第二層の諸論点に係る検討は、第三層

に示される国全体の制度上の方向性により制約

を受ける。例えば、基盤的経費の削減を競争的資

金の拡充により実質的に補うような状態になっ

ていることが、我が国の研究現場にさまざまな問

題点を生じせしめているとしても、現実に基盤的

経費を今後大幅に拡充していくことができると

は考えにくい。厳しい財政状況の中、公的投資を

選択と集中により行うことが政府横断的に要請

されるからである。また、中間・事後評価の抜本

的な簡素化が、研究開発の現場の負担を軽減し、

短期的な成果主義に陥ることなく創造的な若手

研究者の育成に資すると考えられるとしても、国

民に対する説明責任がますます重視されるなか、

PDCA サイクルの担保に対する要請が政府全体

として強まる傾向にあるとすれば、そうした抜本

的な評価活動の簡素化の実現は困難であると考

えられる。ただし第二層と第三層の間の関係も実

際には非常に複雑であることはいうまでもない。 

 

そもそも何が必要か？何を目指すか？全てを目指せるか？

国全体の制度上の制約

ファンディングの制度上の枠組みに係る論点

ファンディングに係る個別の論点

論文数、トップ10%論文数、

国際共著論文数・・・
大学ランキングの改善、
ノーベル賞等の獲得・・・

定量的指標の改善 国際的プレゼンス

研究者、技術者、
企業人・・・

人材育成

課題解決、経済成長、
産業競争力の強化・・・

イノベーション

厳しい財政状況、バラマキに対するアレルギー

投資総額の減少 基盤的経費の削減 集中投資
PDCA
の担保

説明責任の要請

会計
手続き

競争的資金の問題点への対処
・多様な研究の停滞、すそ野の縮小
・学生教育・研究者育成への支障
・研究費の過剰な集中、研究時間の減少
・研究費の分断・不安定化

分野の違いへの配慮

審査・評価の改革
・ピアレビュー方式の問題点の克服

評価の抜本的な簡素化

科研費の分野細目の決定

JST研究費の領域設定

PD/POの選定 評価者選定

透明性確保 利益相反科研費の
種目設定

大型研究費
の是非 間接経費

不正使用

基金化

柔軟性向上

若手・女性研究者

重複配分の防止

ファンディング機関間
の役割分担、連携

そもそも何が必要か？何を目指すか？全てを目指せるか？

国全体の制度上の制約

ファンディングの制度上の枠組みに係る論点

ファンディングに係る個別の論点

論文数、トップ10%論文数、

国際共著論文数・・・
大学ランキングの改善、
ノーベル賞等の獲得・・・

定量的指標の改善 国際的プレゼンス

研究者、技術者、
企業人・・・

人材育成

課題解決、経済成長、
産業競争力の強化・・・

イノベーション

厳しい財政状況、バラマキに対するアレルギー

投資総額の減少 基盤的経費の削減 集中投資
PDCA
の担保

説明責任の要請

会計
手続き

競争的資金の問題点への対処
・多様な研究の停滞、すそ野の縮小
・学生教育・研究者育成への支障
・研究費の過剰な集中、研究時間の減少
・研究費の分断・不安定化

分野の違いへの配慮

審査・評価の改革
・ピアレビュー方式の問題点の克服

評価の抜本的な簡素化

科研費の分野細目の決定

JST研究費の領域設定

PD/POの選定 評価者選定

透明性確保 利益相反科研費の
種目設定

大型研究費
の是非 間接経費

不正使用

基金化

柔軟性向上

若手・女性研究者

重複配分の防止

ファンディング機関間
の役割分担、連携

 
図１ 研究開発ファンディングをめぐる諸論点の階層構造 
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 さらに、第一層から第三層までのあらゆる政策

的検討事項を考えるうえで、その前提となるべき

なのが第四層の、そもそも我が国の科学技術イノ

ベーション政策においてどのような目標が優先

されるのかということに関する認識である。この

第四層は、第三層と直接関わりがあるわけではな

いが、ここでは研究開発ファンディングをめぐる

議論全ての前提を成すものとして便宜的に最下

層に配置している。 
 第四層に示される科学技術イノベーション政

策の諸目標は、互いに排他的な関係にあるわけで

はない。実際、科学技術イノベーション政策に係

る議論では通常、論文数等の定量的指標の改善、

国際的プレゼンスの向上、イノベーションの実現、

科学技術関係の幅広い人材の育成は、連動してい

るものとして扱われる。この認識は、正しい側面

もあるが、諸目標の間には正の相関のみがあるの

だから全ての目標を同時に目指せば良いという

捉え方は、いささか楽観的すぎる見方であるよう

に思われる。実際には、例えばイノベーション創

出を重視すれば、どちらかといえば短期的な成果

を追求することになって、長期的な基礎研究や人

材育成が滞ることは十分に考えられる。この点に

目をつぶらずに、我が国としてどの目標にどの程

度の優先度を置いていくのかの方向性を打ち出

していくことなくしては、研究開発ファンディン

グの制度改革もあいまいなものに終わらざるを

得ないだろう。 
 
４．展望 

 
 研究開発ファンディングのあり方を論じるう

えでは、非常に幅広い観点からの検討が必要であ

る。論文分析等に基づく費用対効果の定量的分析

と、インタビューやアンケート等に基づく定性的

分析の双方が必要であることはいうまでもない。

過去の研究開発ファンディングにより実施され

た研究に関する体系的な事例調査もきわめて有

用であると考えられる。さらには、競争的資金制

度の圧倒的な先進国である米国の歴史的経験に

学ぶことも重要であろう。米国では、例えばピ

ア・レビューに基づく資金配分の妥当性に関して

議会をも巻き込んで繰り返し議論がなされ、その

うえでピア・レビュー制度が維持されてきたが、

近年では国防高等研究計画局（DARPA）のファ

ンディングの仕組みと類似の制度がエネルギー

省をはじめとする他省にも創設される動きもみ

られる。米国以外でも、最近では各国で興味深い

取組みが多く、海外の研究開発ファンディングシ

ステムの動向に関する情報収集も必須である。 

 こうした多面的な検討を行うためには、多くの

関係機関及び関係者による貢献が必要になるで

あろう。政府において研究開発ファンディングシ

ステムの改革の必要性に関する認識がかつてな

く高まっている現在、その政策的な動向を把握し

つつ、各機関が連携しながら、今後必要となる制

度改革の提案を行うことを目指すことが望まれ

る。 
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